
世田谷区
一般廃棄物処理基本計画

計画の概要

概　要　版

計画改定の背景
前計画の改定時から5年を経て、国
の計画や区の上位計画並びに清掃・
リサイクル審議会提言などを踏まえ
て、これまでの３Ｒの推進から発生抑
制『リデュース』と再使用『リユース』
の２Ｒに重点を置き『世田谷区一般
廃棄物処理基本計画』を全面的に見
直しました。

計画の位置づけ
本計画は、廃棄物の処理及び清掃に
関する法律に規定する一般廃棄物
処理計画に該当し、中・長期的視点
から世田谷区の一般廃棄物（資源・
ごみ、生活排水）に関する施策の方
向性を明らかにするものです。

計画期間
計画期間は平成27年度から平成
36年度の10年間で、計画の前提条
件に大きな変更があった場合など、
概ね５年で見直すこととします。

循環型社会形成のための施策

不用な「もの」を出さない暮らしや事業活動の促進
発生抑制
（リデュース）

再使用
（リユース）

再生利用
（リサイクル）

適正処理

優
先
度

高

低

1-（1） ２Ｒ行動の促進

1-（2） ２Ｒ活動の支援

1-（3） ごみの発生抑制のための主体間連携の強化

1-（4） ごみの発生抑制手法の検討

分別の徹底とリサイクルの推進

2-（1） 区民・事業者主体の資源回収活動の支援・促進

2-（2） 家庭からの資源回収の推進

2-（3） 事業系リサイクルの拡充

安定的な収集･処理の推進

3-（1） 家庭ごみの適正排出を促す環境整備

3-（2） 事業系ごみの適正処理の促進

情報提供と意識啓発の推進

4-（1） 区の特性を踏まえた効果的な情報提供の推進

4-（2） 環境教育・環境学習の推進

施策4

施策3

施策2

施策1
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ごみ・リサイクルの情報は くらしのガイド 暮らし・手続き ごみ・リサイクル

10年後の目標は
区民１人あたり
毎日Ｓサイズの
みかん１個分の
減量だよ

体験学習用ごみ収集車「カティ」の
イメージキャラクター
体験学習用ごみ収集車「カティ」の
イメージキャラクター


